
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

　もつとも、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、第一審判決は、被告人が普

通乗用車を運転し、時速約一〇キロないし一五キロメートルの速度で本件交差点に

進入しようとした際、同所は交通整理が行なわれていない、左右の見通しがきかな

い状況にあつたのであるから、徐行して左右の安全を確認して進行すべき注意義務

があるのに、左右の安全確認不充分のまま漫然前記速度で進行した過失により他車

と接触した旨認定判示し、右の事実は道路交通法七〇条、一一九条一項九号、二項

（過失犯）に該当するとして、被告人に対し同法条を適用処断し、原判決もまた、

これを是認維持しているのである。

　しかしながら、道路交通法七〇条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に

定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、

同法七〇条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法

条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪

が成立する場合には、その行為が同時に右七〇条違反の罪の構成要件に該当しても、

同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当であるから、前記のような事実関

係のもとにおいては、道路交通法四二条、一一九条一項二号の罪のみが成立し、同

法七〇条違反の罪は成立しないものといわなければならない。

　そうすると、本件において同法七〇条違反の罪の成立を認めた第一審判決および

これを是認した原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があるが、同法四二条一

一九条一項二号の罪の刑は、同法七〇条、一一九条一項九号、二項の罪の刑より重
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く、本件は被告人のみの上告にかかるものであるから、原判決を破棄しなければい

ちじるしく正義に反するものとは認められない。

　よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。
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